
ＬＡＮ型通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 
 

第１表 料金（附帯サービスの料金は除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１  

  ～ （略） 

  第３  

  第４ 第４種サービスに関するもの 

   １ 適用 

第１表 料金（附帯サービスの料金は除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１  

  ～ （略） 

  第３  

  第４ 第４種サービスに関するもの 

   １ 適用 

 区  分 内      容   区  分 内      容  

 ⑴ ＬＡＮ型通信

網サービス区域

の設定 

（略） 

  ⑴ ＬＡＮ型通信

網サービス区域

の設定 

（略） 

 

 ⑵ 品目等に係る

料金の適用 

当社は、第４種サービスの利用料金を適用するに当たって、次 

のとおり品目及び細目を定めます。 

ア （略） 

イ 通信の態様による細目 

（ア） 回線終端装置による区別 

  ⑵ 品目等に係る

料金の適用 

当社は、第４種サービスの利用料金を適用するに当たって、次 

のとおり品目及び細目を定めます。 

ア （略） 

イ 通信の態様による細目 

（ア） 回線終端装置による区別 

 

   区 別 内    容      区 別 内    容   

   タイプ１ 

～ （略） 

タイプ４ 

（略） 

     タイプ１ 

～ （略） 

タイプ４ 

（略） 

  

   備考 

１ 次のいずれかの場合には、契約者からの請求によ

り回線終端装置を設置しない形態を選択することが

できます。 

ただし、タイプ１のものであって、インタフェー

スによる区別が４Ｉ１－９Ｄ１Ｆ（ＯＴＵ４）イン

タフェースのものについては、この限りでありませ

ん。 

 

⑴ その契約者回線の終端の場所が収容ＬＡＮ型通

信網サービス取扱所内となるとき。 

     備考 

１ 契約者（保守の態様による細目がメニュー２に係

る者を除きます。）は、次のいずれかの場合には、

請求により回線終端装置を設置しない形態を選択す

ることができます。 

ただし、タイプ１のものであって、インタフェー

スによる区別が４Ｉ１－９Ｄ１Ｆ（ＯＴＵ４）イン

タフェースのものについては、この限りでありませ

ん。 

⑴ その契約者回線の終端の場所が収容ＬＡＮ型通

信網サービス取扱所内となるとき。 

  



新旧対照 

旧 新 
 

 

⑵ タイプ３及びタイプ４のものについて、その契

約者が当社が別に定める者である等、当社の業務

遂行上支障がないと当社が認めるとき。 

 

２ （略） 

３ （略） 

⑵ その契約者回線の終端の場所が収容ＬＡＮ型通

信網サービス取扱所外となるときであって、その

契約者が当社が別に定める者である等、当社の業

務遂行上支障がないと当社が認めるとき。 

２ （略） 

３ （略） 

４ メニュー２のものについては契約者回線の終端に

回線終端装置は設置しません。 
            

   （イ） インタフェースによる区別 （略） 

ウ 保守の態様による細目 （略） 

    （イ） インタフェースによる区別 （略） 

ウ 保守の態様による細目 （略） 

 

   細 目 内    容      細 目 内    容   

   メニュー１ 

～ （略） 

メニュー２ 

 （略） 

     メニュー１ 

～ （略） 

メニュー２ 

 （略） 

  

   備考 

 １ （略） 

 ２ メニュー２のものについては、その契約者回線等

の終端の場所が収容ＬＡＮ型通信網サービス取扱所

内となる場合であって、同一の都道府県の区域内に

おける通信を行う場合に限り提供します。この場合

において、 契約者回線の終端に回線終端装置は設置

しません。 

 ３ （略） 

 ４ （略） 

     備考 

 １ （略） 

 ２ メニュー２のものについては、その契約者回線の

終端の場所が収容ＬＡＮ型通信網サービス取扱所内

となる場合であって、同一の都道府県の区域内にお

ける通信を行う場合に限り提供します。 

 

 

 ３ （略） 

 ４ （略） 

  

        

 ⑶ 

～ （略） 

⑾ 

 （略） 

  ⑶ 

～ （略） 

⑾ 

 （略） 

 

  

 附 則（令和８年２月26日企営第155500000862号） 

この改正規定は、令和８年３月１日から実施します。 


